
 

第８期（第１回・第２回）福岡市男女共同参画審議会 

（令和元年７月 2６日・８月１日） 

議題３ 

「福岡市男女共同参画基本計画（第３次）」の 

平成３０年度実施状況に対する評価について 

（重点評価項目） 

資料 1 



 



                                         （別紙１） 

重点的に取り組む施策  ※重点評価項目として評価 

 

 

１ 男女平等教育の推進 

若年層への男女共同参画に対する意識啓発のため、小・中学校における男女平等教育や教職員を対象にした研

修の充実を図るとともに、男女共同参画やワーク・ライフ・バランスについて学び、性別にとらわれないキャリ

ア形成への意識を高めることを目的とした出前セミナーを市内中学校で実施します。 

 

２ 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護 

配偶者等からの暴力を防止するため、あらゆる世代への意識啓発を一層充実させるとともに、ＤＶ被害が深刻

化する前に相談できるよう、様々な機会をとらえ、より効果の高い方法により相談窓口の周知を行います。 

また、若年層への予防啓発を進め、相談への対応、保護、自立支援まで、被害者の立場に立った切れ目のない

支援を進めるなど、関係機関と連携して、配偶者等からの暴力防止に関する施策の一層の充実・強化に努めます。 

 

３ 仕事と生活の調和( ワーク・ライフ・バランス) の推進 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等により、長時間労働の削減など「働き方改革」に積極的

に取り組む地場企業を、市が発注する工事等の入札等に際し、優先的に指名するなどの優遇制度を実施する社会

貢献優良企業として新たに認定するとともに、多様で柔軟な働き方の普及促進に努めます。 

また、男性が家事・育児、介護等の家庭生活や地域活動に積極的に参加できるよう啓発を行います。 

さらに、保育所等の整備を推進するとともに、介護離職を防止するための相談対応を行うなど、仕事と育児や

介護を両立できる環境づくりに取り組みます。 

 

４ 働く場での女性活躍の推進 

働く場において、より多くの女性がリーダーとして能力を発揮できるよう、キャリアアップや能力向上の支援

を行うとともに、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定の支援や女性活躍の「見える化」を推進し、

女性が活躍しやすい職場環境づくりに取り組みます。 

また、女性の創業支援のさらなる充実に取り組むとともに、再就職やスキルアップを目指す女性を対象に、ハ

ローワークと連携した就業支援や、資格・技術習得講座等を実施します。 

 

５ 市の政策・方針決定過程への女性の参画促進 

庁内の推進組織である「福岡市男女共同参画推進協議会」において、審議会等委員への女性の参画率が目標値

を達成できるよう、実効性のある取組を進めます。 

また、市職員については、女性活躍推進法の特定事業主行動計画を策定し、女性職員の活躍を支援する取組を

進めます。 

さらに、市役所における率先した取組を企業に紹介します。  

 

６ 地域における女性リーダー育成と男女共同参画の推進 

地域における女性の活躍を推進し、地域活動への多様な人材の参画を図るため、女性リーダーの人材育成や、

地域、諸団体の自主的な男女共同参画推進の取組の支援、自治協議会への働きかけなどを行います。 

また、男女共同参画推進のさらなる拡がりを目指し、拠点施設アミカスを中心に区役所等関係部署が連携して、

福岡市男女共同参画週間（みんなで参画ウィーク）や男女共同参画地域活動ハンドブックの活用、男女共同参画

推進サポーターの派遣、男女共同参画協議会の活動支援等、地域との共働による取組を進めます。 
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　　〔４ 主な事業の実施状況 〕

　　〔判定区分〕

【達成状況】

・順調

・おおむね順調

・やや遅れている

・遅れている

平成３２年度までの事業目標を踏まえ、平成３０年度事業の
　   「達成状況」を判定

重　点　評　価　項　目

重点評価項目進行管理票

働く場での女性活躍の推進

地域における女性リーダー育成と男女共同参画の推進

平成３０年度の「事業実績」を記載している。
継続事業については、進捗状況を明らかにするため

平成２９年度の「事業実績」を〈　　〉で記載している。

男女平等教育の推進

配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

市の政策・方針決定過程への女性の参画促進

４
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